
学生の体調不良時の家庭ならびに学校の対応（新型コロナウイルス感染症対策）

登校前、体調不良・発熱がある場合
登校後、体調不良の自覚症状がある場合

（発熱・強い倦怠感等）

登校を控え，担任もしくは教育支援係

（097-552-6359）へ連絡

学校が下校を判断、

担任から保護者へ連絡

迎えに来てもらう

帰宅

○受診相談の目安

・息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状があるとき

・比較的軽いかぜの症状が続くとき

※もよりの保健所相談窓口（大分市：097-536-2222）へ連絡して相談 する

○保健所へ相談・受診した場合

→結果を担任もしくは教育支援係（097-552-6359）へ連絡する

○新型コロナウイルス感染症に罹患及び濃厚接触者となった場合

→担任もしくは教育支援係（097-552-6359）へ状況を連絡する

2週間（罹患者は治癒後2週間）登校を停止 自宅待機後、体調不良なければ、医師の確認の下、登校可。

登校時に健康観察カード（保護者印）を提出する

PCR検査

陽性

陰性

感染症指定医療機関へ入院 退院後主治医の指示のもと登校可

経過観察し症状落ちついたら登校可

症状回復 教室へ

担任へ状況報告

寮生の場合

担任，学生生活係，担当主事補に

連絡の上，保護者に連絡して帰省

症状改善なし

担任へ状況報告

＊保護者の皆様へ

・日中、確実に連絡がとれるようお願

いします。

・学校では、新型コロナウイルス感染
か他の疾患か判断が困難です。

・必要時受診をお願いします。


